
出張旅費規程  

 

第 １章  総  則  

 

第 1 条 （ 目的 ）  

本規程は 、 従業員が株式会社 SMO 南小国 (以下法人 と い う )の時用に よ り 国内出

張 をす る場合の手続 き 、 及び旅費に関す る事項について定めた も の で あ る 。  

  

第 2 条 （ 適用範囲 ）  

１ ． こ の規程は 、 就業規則の定めに よ り 正規に採用 され た従業員に適用す る 。  

２ ． 前項以外の者で出張を命 じ ら れ た場合は 、 こ の規程 を準用す る 。  

 

第 ３ 条 （ 出張の種類 ）  

 本規程で定め る出張の種類は 、 次の と お り と す る 。  

・ 宿 泊出張  当社の用に よ り 勤 務地 を起点 と し 隣接市町村以遠の地域へ宿泊 を伴

う 出張 をす る こ と を い う 。   

 

第 ４ 条 （ 旅費の区分 ）  

１ ． 本 規程で旅費 と は次の も の をい う 。  

（ １ ） 交 通費  

（ ２ ） 日 当  

（ ３ ） 宿 泊費  

２ ． 前項第一号の交通費 と は 、 鉄道 、 自動車 、 航空機その他の交通機関に要す る  

料金の こ と を いい 、 第四号のその他費用 と は 、 通信費等業務上必要 とす る経費の  

こ と を い う 。  

 

第 ５ 条 （ 旅費の計算 ）  

１ ． 旅 費 は 、 勤 務 地 を 起 点 と し て 順 路 に よ っ て 計 算 す る 。 た だ し 、 会 社 都 合 又 は 天

災  

そ の他やむ を得 な い事由に よ っ て 順路 に よ る こ と が で き な い 場合には 、 会 社 の認

めた も のに限 り 、 実際に経由 し た経路に よ り 計算す る 。  

２ ． 自 宅 か ら 目 的 地 に 直 行 す る 場 合 及 び 目 的 地 か ら 自 宅 へ 直 帰 す る 場 合 に は 、 自

宅 ・ 目的地間の経路を も っ て順路 と し て計算す る 。  

３ ． 私 用旅行中に 、 会社 の命令に よ り 旅 行先で滞在 し 、 又 は そ の他の地域に出張す

る場合には 、 会社の用に従事 し た日か ら その終了す る日 ま での旅費 を支給す る 。  

 

第 ６ 条 （ 旅費の仮払い ）  



出張 を 命 じ ら れ た 従業員は 、 出 発前 に代表者 の承認 を 得 て 必要 な限度 ま で仮払

い を受け る こ と が で き る 。  

 

第 ７ 条 （ 出張の報告及び旅費の精算 ）   

1．  仮払 い の 有無 に か か わ ら ず 出 張 の 報告及び旅費 の精算 は 、 帰 省 後 、 出 張 当月

以内に行 う も の と す る （ 月 末に掛か る際は 、 翌月 5 日迄 ） 。  

２ ． 前項の報告は 、 所定の出張報告書を 代表者 も し く は総務 ・ 経理課長 に提出す る  

こ と に よ り 行 う も の と し 、 出張報告書には旅費の証拠書類を添付 し な ければな ら

ない 。  

 

第 ８ 条 （ 出張中の私用旅行 ）  

1．  出張期間中に休暇 を 取得 し て 、 私 用旅行又は帰省 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ

め代表者に届け出て許可 を得な ければな ら な い 。  

２ ． 出張期間中の休日に私用旅行す る場合は 、 事前にその旨 を代表者 に  

届け出なければな ら な い 。  

 

第 ９ 条 （ 上級者への随行 ）  

上級者への随行を命 じ ら れ た場合は 、 交通費及び宿泊費を上級者に準 じ て支給  

す る か 、 又はその実費 を支給す る 。  

 

第 10 条 （ 会合への参加 ）  

従業員 が 、 法 人 の 業務 に関係 の あ る 団 体又 は協会等 の招 き を 受 け て 出張 し た 場

合の取 り 扱いは次の と お り と す る 。  

（ １ ）  当 該 団 体 又 は 協 会 等 か ら 旅 費 の 全 額 が 支 給 さ れ る 場 合 は 、 法 人 は こ の 規

程に基づ く 旅費は支給 し な い 。  

（ ２ ） 当 該団体又は協会等か ら旅費の一部が支給 され る場合 、 又は法人 の業務を  

兼ねて出張 し た場合は 、 こ の規程に基づ く 旅費 を支給す る 。  

（ ３ ） 前 項 の団体又は協会等か ら支給 され る旅費に ついては 、 そ の金額 を証す る  

関係書類を出張報告書に添付の う え 、 法人 に提出 し な ければな ら な い 。  

 

第 11 条 （ 研修出張 ）  

業務に関連す る研修 を受講す る ため出張す る場合の旅費は 、 こ の規程に基づ き  

支給す る 。  

 

第 12 条 （ そ の他費用 ）  

出張先において 、 通信費等 、 業務上要 し た費用はその実費を支給す る 。 た だ し 、  

請求にあ た っ ては支払証明を添付す る こ と を 原則 とす る 。  



 

第 ２章  宿泊出張  

 

第 13 条 （ 宿泊出張旅費 ）  

宿泊出張旅費 と は 、 出張命令に よ り 従業員が宿泊を伴 う 国内出張を行 う 場合の  

旅費をい う 。  

 

第 14 条 （ 利用交通機関 ）  

利用交通機関は 、 原則 と し て鉄道 、 自動車 、 船舶及び航空機 とす る 。  

 

第 15 条 （ 利用交通機関の等級区分 ）  

１ ．  利用で き る 交 通機関の等級区分は 、 別表 に定め る と お り と す る 。 た だ し 、 運 賃等

級のない交通機関を利用す る場合は 、 そ の乗車に要 し た運賃 を支給す る 。  

２ ． 業務上の都合に よ り 、 別表に定め る所定の等級 よ り 上位の等級を利用 し た と き は 、

社長の認めた も のに限 り 実費 を支給す る 。  

３ ． 新 幹 線 料金 、 急 行 料 金 、 特 急 料金及び座席指定料金等 は 、 業 務 の 都合上 そ れ

ら の利用 を社長が認めた場合に支給す る 。  

４ ． 寝台車 を利用す る場合は 、 宿泊費の支給を も っ て こ れ に代え る 。  

 

第 16 条 （ タ ク シー及びハ イ ヤーの利用 ）  

１ ． タ ク シ ー 及 び ハ イ ヤ ー の 利 用 は 、 業 務 上 緊 急 や む を 得 な い 事 情 が あ る と き 、 交

通 機 関 の な い 地 域 又 は 交 通 機 関 の 利 用 が 非 常 に 不 便 な 地 域 で 、 社 長 が 認 め た

場合に限 り 、 そ の実費 を支給す る 。  

２ ． 前 項 の 定 め に よ り タ ク シ ー 及 び ハ イ ヤ ー を 利 用 し た 場 合 は 、 旅 費 清算書 に 領 収

証を添付 し な ければな ら な い 。  

 

第 17 条 （ 日当 ）  

１ ．  日当は 、 旅行 し た日数に応 じ て別表に定め る区分に基づ き支給す る 。 た だ し 、  

正午か ら 午前零時 ま で の間 に出発 し た と き 、 又 は 正午以前に帰着 し た 日 につい

ては 、 半日分の日当 とす る 。  

２ ．  出張先 よ り 帰着 し 、 即日再び出張す る場合は 、 重複 し ないで １ 日分の日当を  

支給す る 。  

３ ．  休日を間には さ んだ出張の場合の休日の日当については 、 勤務 し た休日に  

ついてのみ所定の日当を支給す る 。  

 

第 18 条 （ 宿泊費 ）  

宿泊費 は 、 出 張 中 の 宿 泊 数 に 応 じ て 別 表 に 定 め る 区 分 に 基 づ き 支 給 す る 。 た だ



し 、 会社が費用 を負担す る場合で会社 の指定す る宿泊施設に宿泊 し た と き 、  

又は宿泊費込みのセ ミ ナー ・ 研修会等に参加 し た と き は支給 し ない 。  

 

第 19 条 （ 出張中の疾病及び事故 ）  

１ ． 出 張 中 は 、 途 中 み だ り に 遅 滞 し て は な ら な い も の と し 、 疾 病 そ の 他 や む を 得 な

い事故に よ り 遅 滞 し た と き は 、 そ の事由 を正当 と 認 め た場合に限 っ て そ の間の旅費

を支給す る 。  

２ ． 出 張 中 に 業 務 の 都 合 、 不 慮 の 事 故 そ の 他 特 別 の 事 由 に よ っ て 多 額 の 出費 を き

た し 、 所 定 の旅費 を も っ て 支弁 で き な い 場合 には 、 そ の 事実 を 証明 で き る も の に 限

っ て その出費 を支給す る こ と が あ る 。  

 

第 20 条 （ 社有車に よ る 出張 ）  

１ ． 出張先 ま での所要時間の点 、 又は目的地が複数にわた り そ の間の移動の点か ら  

車を利用 し た ほ う が効率的であ る場合に限 り 、 車 に よ る 出張 を許可す る 。  

２ ． 前項に よ る 出張の場合は 、 こ の規程に定め る交通費は支給 し ない 。  

 

第 ３章  日帰出張  

 

第 21 条 （ 日帰出張旅費 ）  

日帰出張旅費 と は 、 会 社 の 用 に よ り 勤 務 地 か ら 隣 接 市 町 村 以遠 の 地 域へ日帰 り

で出張す る場合の旅費をい う 。  

 

第 22 条 （ 日帰出張の日当 ）  

日帰出張の日当は 、 別表に定め る区分に基づ き支給す る 。  

 

第 ４章  長期出張  

 

第 23 条 （ 長期出張 ）  

1． 宿 泊 出 張 で 、 同 一 地 域 に ３ 日 を 超 え て 滞 在 す る に 至 っ た 場 合 は 、 ３ 日 を 超 え た

日か ら長期出張扱い と す る 。  

２ ． 前 項 の 期 間 を 計 算 す る 場 合 、 一 時 そ の 地 域 を 離 れ る こ と が あ っ て も 前 後 を 通 算

す る も の と す る 。  

 

第 24 条 （ 長期出張の取 り 扱い ）  

出張期間が ３ 日 を超 え る長期出張の場合の日当及び宿泊費は 、 長期出張に  

該当す る こ と と な っ た日か ら通常の支給額の ８ ０ ％ に減額す る 。  

 



第 25 条 （ 長期出張中の出張 ）  

長期出張中の従業員が 、 会社都合に よ り 長期出張地を一時離れ る場合は 、  

こ の規程に基づ く 旅費 を支給す る 。  

 

第 ５章  その他  

 

(そ の 他 の 旅 費 交 通 費 ) 

第  26 条 （ 外 部 委 託 を 含 む 社 外 人 員 の 取 り 扱 い ）  

外 部 委 託 含 む 講 師 等 に 対 し て の 旅 費 と は 下 記 の 区 分 に 分 か れ る 。  

１ ． 交 通 費  

２ ． 宿 泊 費  

  講 師 等 が 、 本 法 人 の 業 務 依 頼 に お い て 宿 泊 が 必 要 に な っ た 場 合

に 適 用 す る 。  

３ ． 交 通 費 、 宿 泊 費 に 関 し て は 、 下 記 別 表 １ に 基 づ き 支 払 う  

も の と す る 。  

４ ． 講 師 等 の 旅 費 は 、 別 途 指 定 す る 精 算 書 及 び 、 そ の 支 出 を 証 明  

す る た め の 領 収 書 等 の 領 収 証 書 と な る 書 面 の 提 出 を も っ て  

行 う こ と と す る 。但 し 、近 距 離 鉄 道・バ ス 等 の 公 共 交 通 機 関 の  

行 程 に 係 る 書 面 は 不 要 と す る 。  

５ ． 前 項 但 書 に 掲 げ る も の の ほ か 、 特 段 の 事 情 に よ り 領 収 書 を  

添 付 で き な い 場 合  は 、 正 規 普 通 運 賃 等 に 基 づ き 精 算 で き る  

も の と す る 。  



 

付   則  

 

こ の規程は令和 ７ 年 ６ 月 １ 日か ら実施す る 。  

 

 

 

別表 1  

 

車賃(1 ｷﾛﾒｰﾄﾙ

につき) 

日当（１日につき） 宿泊料（１夜につき） 

県内 県外 県外 県内 

35 円又は実費 1,000 円 12,000 円以内 10,000 円以内 

備考： 

・南小国町に隣接する市町村に出張する場合、日当は支給しない。 

・事業に紐付く出張に関しては日当を 10,000 円とする  

・宿泊を伴う出張については、実際に支出した金額（領収書に基づく実費）を支給

するが、繁忙期や宿泊施設の事情等により上限を超えることが見込まれる場合

は、事前に上長へ相談し承認を得ること 

 

 

な お 、 宿 泊 付 パ ッ ク 等 の 料 金 で 出 張 す る 場 合 に は 、 交 通 費 及 び 宿 泊 費

は 、 別表 1 に従わず 、 実費にて精算す る 。  

 

 


